
山梨県ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の保健の

向上と福祉の増進を図るため、市町村が支給するひとり親家庭医療費助成事業に要する経

費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、山梨県補助金等交付規

則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。 

（１）健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

 （２）船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

 （３）私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

 （４）国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５）国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（６）地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（７）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

２ この要綱において「児童」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある

者をいう。 

３ この要綱において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は

母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父若しくは母

（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号。以下「施行令」という。）第１条

第２項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。）と生計を同じくしているとき、又

は父若しくは母の配偶者（施行令第１条第２項に規定する程度の障害の状態にある者を除

く。）に養育されているときを除く。 

（１）父母が婚姻を解消した児童 

（２）父又は母が死亡した児童 

（３）父又は母が施行令第１条第２項に規定する程度の障害の状態にある児童 

（４）父又は母の生死が明らかでない児童 

（５）父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

（６） 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三

年法律第三十一号）第十条第一項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てに

より発せられたものに限る。)を受けた児童  

（７）父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

（８）母が婚姻によらないで懐胎した児童 

（９）前号に該当するかどうかが明らかでない児童 

４ この要綱において「養育者」とは、次の各号に掲げるいずれかの児童と同居して、これ

を監護し、かつその生計を維持する者であって、父母、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第６条の２第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第６条

の３第１項に規定する里親以外のものをいう。 
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（１）父母が死亡した児童 

（２）父母が監護しない前項各号に掲げる児童 

５ この要綱にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その

母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。 

６ この要綱において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費

の支給をいう。 

７ この要綱において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者

が負担すべき額をいう。 

 

（対象者） 

第３条 医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、ひとり親家

庭医療費助成事業を行う市町村の区域に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者

で、医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。 

（１）ひとり親家庭の父又は母及び児童 

（２）配偶者のない養育者及び児童 

（３）前条第４項各号に規定する児童 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

（２）児童福祉施設又は障害者支援施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法 

の定めるところにより支給されている者 

（３）児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託され 

ている者 

（４）重度心身障害者医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる者 

 

（所得制限） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者と

しない。 

（１）対象者の属するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者（以下「ひとり親等」 

という。）が前年（１月１日から８月末日までの間に受給資格を取得する場合にあ

っては前々年。以下同じ。）において所得税法（昭和４０年法律第３３号）その他

所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有するとき。 

（２）ひとり親等の配偶者又はひとり親等の民法（明治２９年法律第８９号）第８７ 

７条第１項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものの前年の

所得（施行令第３条第１項並びに第４条第１項及び第２項の規定に基づいて算出し

た額）が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに

それらの数に応じて、施行令第２条の４第５項に定める額以上であるとき。 

（３）前２号が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。 



２ 所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）による年少扶養親族に対す

る扶養控除の廃止及び１６歳以上１９歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止

がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額が零となるひとり

親等については、前項第１号の規定は、適用しないものとする。 

 

（補助基準） 

第５条 知事は、市町村が対象者の一部負担金を助成した場合は、当該助成金額の２分の１

を補助する。 

  ただし、次に掲げる給付がある場合にあっては、その額を当該助成金の額から控除 

した額とする。 

（１） 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによる附加給付の額 

（２） 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合はその 

給付の額 

 

（交付の申請） 

第６条 市町村長は、この補助金にかかる申請について補助金交付申請書（様式第１号）を

７月末日までに知事に提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第７条 補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）この補助金にかかる事業を中止又は廃止しようとするとき及びその内容を変更しよ

うとするときは、事業内容変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）により知事

の承認を受けなければならない。 

 （２）事業の執行状況及び当該事業に係る収支について、その状況を明らかにする帳簿そ

の他関係書類を整備し、事業年度終了後５年間保管しなければならない。 
 

（交付の方法） 

第８条 補助金は精算払いとする。ただし、知事は、必要があると認めたときは、概算払い

により交付することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により補助金の概算交付を受けようとするときは、概算払請求

書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（経理状況報告） 

第９条 市町村長は、４月から９月までのひとり親家庭医療費助成事業にかかる遂行状況に

ついて、経理状況報告書（様式第４号）により１０月５日までに、知事に報告しなければ

ならない。 

 

（変更申請） 

第10条 市町村長は、この補助金の所要額に変更（補助金の増額を伴わないものを除く。）

が生ずる場合は、変更交付申請書（様式第５号）を３月１５日までに知事に提出しなけれ



ばならない。 

 

（実績報告） 

第11条 市町村長は、当該事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受け

た日から起算して１箇月を経過した日、又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０日の

いずれか早い期日までに、実績報告書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（年度区分） 

第12条 この補助金の交付の対象となる助成金の年度区分は、市町村が助成金の支給をした

日の属する年度とする。 

 

（報告及び検査） 

第13条 知事は、必要があると認める場合には、市町村長に対し報告を求め、若しくは事業

の施行について必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他関係書類を検査させるこ

とができる。 

 

（その他） 

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年２月７日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 
 

附 則 

 この要綱は、平成１７年１１月１日から施行し、平成１８年度分の補助金から適用する。 
    

附 則 

  １ この要綱は、平成２０年６月２０日から施行し、平成２０年４月１日から適用す  

る。 

  ２ この要綱による規定は、施行日以後の診療分について適用し、施行日前の診療分  

の取扱いについては、なお従前の例による。 
 

附 則 

  この要綱は、平成２１年３月３０日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
 

附 則 

  この要綱は、平成２４年７月４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 
 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成２４年８月

１日から適用する。 
 

附 則 

この要綱は、平成２６年１月３日から施行する。 


